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企業が個人顧客に対して物品等を贈与する場合、企業は個人所

得税を源泉徴収しなければならない。 
 

 
 背景 

2011 年 6 月 9日に財政部及び国家税務総局は共同で 50号通知を公布し、企業が

販売促進のために個人顧客に対して物品等を贈与する際の個人所得税の源泉徴

収問題について明確にした。50 号通知は公布日より施行される。 

50 号通知の主な内容及び我々の検討結果は以下の通りである。 

１．50 号通知はどの様な種類の企業に適用されるか？ 

50 号通知は、割引・値引き、贈呈品、抽選等の方式で個人に対して現金、商品券、

物品、役務等の贈与を行う企業及び単位に適用される。企業及び単位には、企業、

事業単位、社会団体、個人独資企業、パートナーシップ企業及び個人工商業者等

が含まれる。 

2．どの様な状況ならば物品等を贈与する際に個人所得税が免除される

か？ 

企業が商品(製品)の販売及び役務提供の過程において個人に対し物品等を贈与す

る場合、下記の状況のいずれか一つにでも該当すれば、個人所得税は免除され

る。 

i. 企業が割引、値引きの方式で個人に商品(製品)を販売もしくは役務を提供する

場合。 

ii. 企業が個人に商品(製品)を販売もしくは役務を提供すると同時に物品等を贈

与する場合。例えば、通信企業が携帯電話を購入した個人に対して一定金額

の通信料、入会金を免除すること、或いは一定金額の通信料を前払する個人

に携帯電話を贈与すること等。 

このアラートで検討している法
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iii. 企業が累計消費額が一定の金額に達した個人に対して消費ポイントに応じて

物品等を贈与する場合。 

3．どの状況ならば、個人は個人所得税を納付し、且つ贈与した企業が源泉

徴収しなければならないのか？ 

企業が個人に物品等を贈与する場合、下記の状況をいずれか一つに該当する場合、

当該所得を稼得した個人は税法に従って個人所得税を納付しなければならず、当

該個人所得税の税金相当額は物品等を贈与した企業によって源泉徴収される。 

i. 企業が宣伝、広告等の活動において、当該企業以外の個人に財物品等を贈与

する場合、個人が稼得した当該所得については、「雑所得」項目の規定に準じて

贈与物品相当金額に対し 20%の個人所得税を課税する。 

ii. 企業が年会、座談会、祝典及びその他の活動において当該企業以外の個人に

物品等を贈与する場合、個人が稼得した当該所得については、「雑所得」項目の

規定に準じて贈与物品相当金額に対し 20%の個人所得税を課税する。 

iii. 企業が、累計消費額が一定の金額に達した顧客に特別の抽選機会を与える場

合、個人が抽選によって稼得した所得については、「一時所得」項目の規定に準

じて贈与物品相当金額に対し 20%の個人所得税を課税する。 

4．課税対象の物品等の価値はどのように決定されるか？ 

企業が贈与した物品等が自家製品(役務)であれば、当該製品(役務)の市場価格に

よって個人の課税所得は決定され、外部購入商品(役務)であれば、当該商品(役務)
の実際購入価格によって個人の課税所得が決定される。 

 

KPMG の考察 

企業が個人に物品等を贈与して販売促進を行うことは納税コンプライアンス、マネ

ー・ロンダリングの防止、外貨規制及び消費者保護等の多くの問題と関わるため、

最近、税務機関を含む中国政府機関は注目している。税務においては、50 号通知

の公布が関連する個人所得税の問題に明確なガイドラインを提供することになった。

50 号通知には１つの基本原則が含まれている。即ち、贈与した物品等が現在或い

は過去のある具体的な取引と関連していれば、個人所得税は免除されるが（例えば、

割引或いは値引きを通じた商品の販売及び役務の提供、商品の販売及び役務の提

供と同時に贈与した財物品等、もしくは消費ポイントに応じて財物品等を贈与する場

合）、そうではない場合、個人所得税は課税される(例えば、企業が宣伝活動及び座

談会において物品等を贈与する場合)。興味深いことは、50 号通知において抽選で

取得した物品等に対して個人所得税を課税することを規定した点である。しかしなが

ら、実際の当該贈呈品の取得は累計消費額が一定の金額に達したためであり、過

去の取引と関連しているものである。抽選に対して例外的に規定したのは、抽選の

手続が不透明のためかもしれない。ここで注意すべきなのは、個人所得税の納付が

個人の納税義務であるものの、関連の税金コストが最終的に企業の負担となってい

ることである。 

実際、個人所得税の問題は、企業が顧客に物品等を贈与し、販売促進活動を行う

際の考慮すべき多くの税務問題の一つにすぎない。まず、増値税の関連規定による

と、企業が顧客に贈与することがみなし物品販売とされる可能性がある。「増値税暫

行条例実施細則」第 4 条第 8 項の規定によると、企業が自家製品或いは購入製品

を他の企業或いは個人に無償贈与する場合、みなし物品販売とされる。この状況で

は、贈与を行った側は当該みなし物品販売行為のために法定の税率で増値税を納

付しなければならない。逆に、みなし物品販売として処理しない場合、「増値税暫行

条例」第１０条第１項の規定によると、増値税非課税項目の購入物品に関わる仕入

増値税は売上増値税から控除できない。いずれにしても、企業は余分の増値税コス

トを負担しなければならない。一方、国税函[2010]56 号文では、以前に公布した国

税発[1993]154 号文の規定を再度取り上げている。即ち、納税者が割引で物品販

売を行う場合、売上金額及び割引金額が同じインボイスに別々に明確に記入された

場合、割引後の売上金額によって増値税を計算して納付することができる。こうして、
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運用上、実施可能であり、且つ経済的実質を有すれば、企業は取引活動を再構築

してみなし物品販売の影響を低減させることができる。 

企業所得税に関しては、「企業所得税法実施条例」(以下、「実施条例」)の第 25 条

の規定によると、企業が物品・財産・役務を贈与・賛助・広告・見本品等に使用する

場合、物品の販売、財産の譲渡又は役務の提供があったものとみなす。逆に、それ

をみなし物品販売として処理しなければ、贈与関連のコストが「実施条例」第 27条で

規定した「稼得した収入に直接的に関係のある支出」ではないため、当該コストは企

業所得税前金額より控除できない（損金否認）。いずれにしても、企業は最終的に贈

与関連の税金コストを負担しなければならない。但し、国税函[2008]875 号文の規

定によると、企業が「商品を一つ購入すると、もう一つの商品を贈与する」等の方式

で当該企業の商品を組み合わせて販売する場合には贈与とならないため、総売上

金額を各項目の商品の公正価値の比率で配分して個々の商品の販売収入を確定

されなければならない。この規定は企業所得税のみなし物品販売の影響を低減させ

るためのタックス・プランニングの構築に一定の機会を提供するものといえる。 

但し、個人所得税、増値税及び企業所得税におけるみなし物品販売に関わる所得

(収入)関連規定を総合的に考慮すると、税務の影響はさらに複雑になる。複雑にな

るのは、企業の実際の営業活動において販売促進活動が多種多様（ポイント・シス

テム、プリペイドカード・商品券等）であり、多くの取引活動は国内の異なる地区、更

に国境を跨って行われるかもしれないためである。この領域においては、ビジネス活

動の発展速度は税務法規の発展速度よりかなり早い。従って、異なる地区で販売促

進活動に対する個人所得税、企業所得税及び増値税の処理方法がしばしば異なっ

ている。これに関連する地方通達は、例えば、内モンゴル自治区国家税務局公告

2010 年第 1 号、冀国税函[2009]247 号、川国税函[2008]155 号及び穂国税発

[2003]287号等であり、各地方での関連取引についての税務処理方法を明確にして

いる。企業の販売促進活動に対して税務査察部門は益々注目している。 

企業が物品等を贈与して販売促進を行うことに対して適切なタックス・プランニング

を行わなければ、最も厳しい結果になるケースとして、企業が贈与と関連する主な

税金コストをすべて負担するケースが挙げられる。仮に企業が 100人民元の物品等

を贈与する場合、関連する税金コストの合計額は 53 人民元(即ち、贈与した財物品

価値の 53%)となる。その詳細は下記の通りである。 

 人民元 人民元 

みなし物品販売での納付すべき企業所得税 100×25%  25 

みなし物品販売での納付すべき増値税 100×17% 17  

みなし所得：納付すべき個人所得税 100×20% 20  

増値税及び個人所得税の累計 37  

企業所得税税：税前控除 37×25% (注 1) (9) 28 

税金コスト総額  53 

 

(注 1) 企業所得税を計算する際に増値税及び個人所得税は控除できる（損金認

定）。 

従って、企業に関して販売促進モデルを研究して潜在的なリスクを低減させるため

に関連措置を工夫することは益々重要になってきている。近いうちに、中国 KPMG
は全国複数の都市で一連のセミナーを開催し、当該問題について検討を行う予定で

ある。セミナーの詳細に関しては、適時に連絡する予定である。当該問題或いは中

国 KPMG のセミナー等について更に詳細な情報が必要な場合は、中国 KPMG の

現地事務所に直接連絡されたし。 
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